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区域区分

準都市計画区域については、無秩

序な市街化を防止し、計画的な市

街化を図るため、都市計画に市街

化区域と市街化調整区域との区分

を定めなければならない。
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区域区分

×準都市計画区域については、区

域区分を定めることができない。
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2 地域地区

高度利用地区は、用途地域内にお

いて市街地の環境を維持し、また

は土地利用の増進を図るため、建

築物の高さの最高限度または最低

限度を定める地区である。
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×高度利用地区は、用途地域内の

市街化における土地の合理的かつ

健全な高度利用と都市機能の更新

を図るため、①容積率の最高限度・

最低限度、②建蔽率の最高限度、

③建築面積の最低限度、④壁面の

位置の制限を定める地区をいう。 

本問の内容は高度地区に関するも

のである。

2 地域地区
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市町村が定めた都市計画が、都道

府県が定めた都市計画と抵触する

ときは、その限りにおいて、市町

村が定めた都市計画が優先する。

3 都市計画の決定手続
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×市町村が定めた都市計画が、都

道府県が定めた都市計画と抵触す

るときは、その限りにおいて、「市

町村」ではなく「都道府県」が定

めた都市計画が優先する。

都市計画の決定手続3
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区域区分の定めのない都市計画区

域内において、遊園地の建設の用

に供する目的で3,000㎡の土地の

区画形質の変更を行おうとする者

は、あらかじめ、都道府県知事の

許可を受けなければならない。

開発許可①　全体像4
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×１ha未満の運動・レジャー施

設（野球場や遊園地など）は、第

二種特定工作物に該当しないた

め、本問の場合、開発許可は不要

である。

開発許可①　全体像4
 



 

都
市
計
画
法

SEC

01

CH
03

法
令
上
の
制
限

市街化調整区域において、医療法

に規定する病院の建築を目的とし

た1,000㎡の土地の区画形質の変

更を行おうとする者は、都道府県

知事の許可を受けなくてよい。

開発許可①　全体像5
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×「病院」は、開発許可が不要と

なる公益上必要な建築物に該当し

ない。また、市街化調整区域で

は、規模にかからわず開発許可が

必要である。したがって、本問の

場合、都道府県知事の許可が必要

である。

5 開発許可①　全体像
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都市計画区域および準都市計画区

域外の区域内において、変電所の

建築の用に供する目的で1,000㎡

の土地の区画形質の変更を行おう

とする者は、あらかじめ、都道府

県知事の許可を受けなければなら

ない。

開発許可①　全体像6
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×「変電所」は、開発許可が不要

となる公益上必要な建築物に該当

する。したがって、開発行為を行

う場所、規模にかかわらず、都道

府県知事の許可は不要である。

6 開発許可①　全体像
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開発許可を申請しようとする者

は、あらかじめ、開発行為に関係

がある公共施設の管理者と協議し

なければならないが、常にその同

意を得ることを求められるもので

はない。

開発許可②　開発
許可の手続の流れ7
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×開発許可を申請しようとする者

は、あらかじめ、開発行為に関係

がある公共施設の管理者と協議

し、その同意を得る必要がある。

7 開発許可②　開発
許可の手続の流れ
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開発許可を受けた開発区域内にお

いて、当該開発区域内の土地につ

いて用途地域等が定められていな

いとき、都道府県知事に届け出れ

ば、開発行為に関する工事完了の

公告があった後、当該開発許可に

係る予定建築物以外の建築物を建

築することができる。

8 開発許可④　建築行
為の制限
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01後は、原則として開発許可申請

書に記載した予定建築物等以外

のものは建築等ができない。た

だし、①都道府県知事が許可

したとき、②開発区域内の土地

について用途地域等が定められ

ているときは、予定建築物等以

外のものでも建築等ができる。 

本問の「用途地域等が定められて

いないとき」は、都道府県知事に

「届出」ではなく、「許可」を受け

なければ、予定建築物等以外のも

8 開発許可④　建築行
為の制限

×開発許可を受けた開発区域内

では、工事完了の公告があった

 



のを建築等することはできない。
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防火地域（建蔽率の限度が10分の

８とされている地域に限る。）内に

ある耐火建築物については建蔽率

の限度が10分の９に緩和される。

集団規定③　建蔽率9
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  ×建蔽率の限度が 10分の 8とさ

れている地域で、かつ防火地域内

にある耐火建築物（これと同等以

上の延焼防止性能を有するものと

して政令で定める建築物を含む）

については、建蔽率の制限は適用

されず、建蔽率 100%で建築す

ることができる。

9 集団規定③　建蔽率
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前面道路の幅員による容積率制限

は、前面道路の幅員が12ｍ以上

である場合は適用されない。

集団規定④　容積率10
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  〇前面道路の幅員が 12m未満の

場合には、容積率に制限（前面道

路の幅員による容積率制限）があ

るが、12m以上である場合には

前面道路の幅員による容積率制限

は適用されない。

10集団規定④　容積率
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第二種中高層住居専用地域内にお

ける建築物については、建築基準

法第56条第１項第３号の規定に

よる北側斜線制限は適用されな

い。

11集団規定⑤　高さ制限（斜線制限、日影規制）



解説 CH
03

法
令
上
の
制
限

建
築
基
準
法

SEC

02

  ×北側斜線制限は、第一種・第二

種低層住居専用地域、日影規制の

ない第一種・第二種中高層住居専

用地域、田園住居地域において適

用される。

11集団規定⑤　高さ制限（斜線制限、日影規制）
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第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域または田園住居

地域内においては、建築物の高さ

は、12mまたは15mのうち、当

該地域に関する都市計画において

定められた建築物の高さの限度を

超えてはならない。

12集団規定⑥　低層住居専用地域等内の制限
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  ×第一種・第二種低層住居専用地

域、田園住居地域内においては、

建築物の高さは、10m または

12mのうち、都市計画において

定められた建築物の高さの限度を

超えてはならない。

12集団規定⑥　低層住居専用地域等内の制限
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第二種低層住居専用地域内の土地

においては、都市計画において建

築物の外壁またはこれに代わる柱

の面から敷地境界線までの距離の

限度を２mまたは1.5mとして定

めることができる。

13集団規定⑥　低層住居専用地域等内の制限
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  ×第一種・第二種低層住居専用地

域、田園住居地域内においては、

都市計画において外壁の後退距離

の限度を定めるときは、その限度

は 1.5mまたは１mとされる。

13集団規定⑥　低層住居専用地域等内の制限
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準防火地域内においては、延べ面

積が2,000㎡の共同住宅は準耐火

建築物としなければならない。

14集団規定⑦　防火・準防火地域内の制限
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  ×準防火地域内においては、「４

階建て以上」または「延べ面積が

1,500㎡超」の建築物は耐火建

築物（またはこれと同等以上の延

焼防止性能が確保された建築物）

にしなければならない。

14集団規定⑦　防火・準防火地域内の制限



建
築
基
準
法

SEC

02

CH
03

法
令
上
の
制
限

 

事務所の用途に供する建築物を、

飲食店（その床面積の合計250

㎡）に用途変更する場合、建築主

事または指定確認検査機関の確認

を受けなければならない。

15建築確認
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  〇飲食店は特殊建築物に該当す

る。したがって、事務所から飲食

店への用途変更をする場合で、そ

の床面積が 200㎡超の場合には、

建築確認を受ける必要がある。

15建築確認
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建築協定区域内の土地の所有者等

は、特定行政庁から認可を受けた

建築協定を変更または廃止しよう

とする場合においては、土地所有

者等の過半数の合意をもってその

旨を定め、特定行政庁の認可を受

けなければならない。

建築協定16
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  ×建築協定区域内の土地の所有者

等は、特定行政庁から認可を受け

た建築協定を「変更」しようとす

る場合は、その全員の合意をもっ

てその旨を定め、特定行政庁の認

可を受けなければならない。また

当該建築協定を「廃止」しようと

する場合においては、土地所有者

等の過半数の合意をもってその旨

を定め、特定行政庁の認可を受け

なければならない。

16建築協定
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市街化区域内の土地（面積2,500

㎡）を購入する契約を締結した者

は、その契約を締結した日から起

算して３週間以内に事後届出を行

わなければならない。

17国土利用計画法の全体像
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  ×事後届出は、契約を締結した日

から２週間以内に行わなければな

らない。

17国土利用計画法の全体像
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個人Ｄが所有する市街化区域内の

3,000㎡の土地を、個人Ｅが相続

により取得した場合、Ｅは事後届

出を行わなければならない。

18土地売買等の契約とは
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  ×相続による土地の取得は、土地

売買等の契約に該当しないため、

事後届出は不要である。

18土地売買等の契約とは
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甲市が所有する市街化調整区域内

の12,000㎡の土地を、宅地建物

取引業者Ｈが購入した場合、Ｈは

事後届出を行わなければならな

い。

19許可・届出が不要な場合
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  ×当事者の一方または双方が、国、

地方公共団体、地方住宅供給公社

等である場合は許可や届出は不要

である。

19許可・届出が不要な場合
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農業者が相続により取得した市街

化調整区域内の農地を自己の住宅

用地として転用する場合でも、農

地法第４条第１項の許可を受ける

必要がある。

20３条、４条、５条の規制のポイント
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  〇相続によって農地を取得した場

合には、３条許可は不要であるが、

農地を住宅用地として転用する場

合には４条許可が必要である。

20３条、４条、５条の規制のポイント
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市街化区域内の農地を耕作目的で

取得する場合には、あらかじめ農

業委員会に届け出れば、農地法第

３条第１項の許可を受ける必要は

ない。

３条、４条、５条の
規制のポイント21
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  ×市街化区域内の農地や採草放牧

地を転用または転用目的で取得す

る場合には、あらかじめ農業委員

会に届け出れば４条許可または５

条許可は不要であるが、権利移動

の場合（本問の場合）には、３条

許可が必要である。

21３条、４条、５条の規制のポイント
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宅地造成工事規制区域内において

行われる盛土であって、当該盛土

をする土地の面積が300㎡で、か

つ、高さ1.5mの崖を生ずること

となるものに関する工事について

は、都道府県知事の許可が必要で

ある。

宅地造成等規制法の
全体像22
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  〇盛土で高さ１m超の崖を生ず

る場合には都道府県知事の許可が

必要である。

22宅地造成等規制法の全体像
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宅地造成工事規制区域の指定のさ

いに、当該宅地造成工事規制区域

内において宅地造成工事を行って

いる者は、当該工事について改め

て都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。

工事等の届出23
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  ×宅地造成工事規制区域の指定の

さいに、当該宅地造成工事規制区

域内において宅地造成工事を行っ

ている者は、宅地造成工事規制区

域の指定があった日から 21日以

内に当該工事について「届出」が

必要であるが、当該工事について

「改めて都道府県知事の許可」を

受ける必要はない。

23工事等の届出
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土地区画整理組合が施行する土地

区画整理事業に係る施行地区内の

宅地について借地権のみを有する

者は、その組合の組合員とはなら

ない。

24土地区画整理法の全体像
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  ×施行地区内の宅地の所有者、借

地権者は全員、組合員となる（強

制加入）。

24土地区画整理法の全体像
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仮換地が指定された場合におい

て、従前の宅地について権原にも

とづき使用し、または収益するこ

とができる者は、仮換地の指定の

効力発生の日から換地処分の公告

がある日まで、仮換地について、

従前の宅地について有する権利の

内容である使用または収益と同じ

使用または収益をすることができ

る。

 

仮換地25



解説 CH
03

法
令
上
の
制
限

土
地
区
画
整
理
法

SEC

06

  〇仮換地が指定された場合、従前

の宅地について権原にもとづき使

用・収益することができる者は、

仮換地の指定の効力発生の日から

換地処分の公告がある日まで、仮

換地について、従前の宅地につい

て有する権利の内容である使用・

収益と同じ使用・収益をすること

ができる。

25仮換地


